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【誤訳訂正書】
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【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００８１
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【００８１】
　結果
　２４時間後では、ＨＡを用いずに移植片を注入した「対照」細胞は、肝臓と肺の両方で
見つかった。しかし、７２時間後では、前記「対照」細胞はほとんど存在しておらず、肝
臓内には、識別可能な「対照」細胞がほんの少量残存していた。これとは対照的に、本発
明に従って移植された細胞では、肝臓に上手く融合した細胞群が２４時間後及び７２時間
後にいずれも認められ、２週間後もまだ残存していた。また、この幹細胞ニッチ移植によ
って移植された細胞は、ランダム化組織試料アッセイでの分析によれば、ほとんど肝臓組
織にだけ位置していることが分かり、しかも他の組織では見つからなかった（図７）。
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